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〇はじめに 

 十日町市は、平成 17年４月に５市町村が合併し誕生しました。合併後は東日

本大震災をはじめ度重なる災害に見舞われることもありましたが、「選ばれて 

住み継がれるまち とおかまち」を合言葉にし、市民との協働を進め、大地の芸

術祭の開催や地域おこし協力隊の配置などにより都市部との交流などを進めて

きました。 

 教育においては、学力の向上、不登校やいじめの減少、特別支援教育の充実を

目指し、いち早く小中一貫教育に取り組んできました。 

この度、十日町市教育大綱の作成にあたりましては、大地の芸術祭と児童生徒

の交流、英語教育の充実、食育の推進、キャリア教育の充実などを通して、児童

生徒から十日町市の魅力をしっかり学んでもらい、世界で活躍できるグローバ

ルな感覚も持ちながら、ふるさと十日町市に愛着を持つ児童生徒像を描きまし

た。 

 また、文化・スポーツの分野におきましても、越後妻有文化ホール・中央公民

館「段十ろう」や新博物館の開館、スポーツ交流などにより充実させていくこと

を目指しています。 

 

１ 策定の趣旨 

 この大綱は、平成 27年４月１日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（地方教育行政法）」第１条の３に規定されるものです。 

 また、この大綱は、教育に関する基本的な計画として策定するもので、「教育

基本法」第 17条第２項に基づく本市の「教育振興基本計画」としても位置付け

るものです。 

 

２ 大綱の位置づけ 

十日町市の最上位計画である第二次十日町市総合計画を基本としています。 

〇十日町市が目指すまちの姿 

 

 

 

３ 大綱の対象期間 

 令和３年度から第二次十日町市総合計画後期基本計画の計画期間である令和

７年度とします。 

 ただし、法改正や第二次十日町市総合計画の見直し等により、大綱を見直す必

要が生じた場合は、随時見直すこととします。 

選ばれて 住み継がれるまち とおかまち 



  

 

４ 基本方針 

 

 

 

○ 子どもたちの学力向上、不登校・いじめの減少、特別支援教育の拡充を目指

し、小中一貫教育の取組などを通じて、学校教育の充実を図ります。 

○ コミュニティ・スクールを活用し、地域と一体になって取り組む特色ある学校づく

りを推進します。また、地域固有の歴史文化や大地の芸術祭などふるさと十日町市の

魅力を学ぶ学習や英語教育、地元食材を使用した学校給食による食育の推進など、特

色ある教育活動を展開します。 

○ 安全面や快適性に配慮した教育施設の整備を進めるとともに、新学習指導

要領に対応する教育環境を整えるよう、ＩＣＴ（情報通信技術）機器やネット

ワーク環境などの充実を図ります。また、活力ある学校づくりを目指し、学校

規模の適正化を推進し、子どもたちにとってより望ましい教育環境の整備を

図ります。 

○ 郷土愛を醸成し、将来の地域を支える人材を育成するため、高等学校等が実

施するキャリア教育やふるさと教育と連携を図ります。また、引き続き魅力あ

る高等教育機関の誘致を推進するとともに、大学生などに対する経済的支援

制度の充実を図ります。 

 

 

 

 

〇 市民の学びに対するニーズを捉え、誰もが楽しく学ぶことができる場を提

供し、活力・魅力あふれる人づくりと地域づくりを推進します。 

〇 越後妻有文化ホール・中央公民館「段十ろう」で、音楽・舞台芸術・美術な

どの鑑賞や文化芸術の学習・活動・発表の機会を広げるなどして、文化芸術活

動の推進と充実を図ります。 

〇 十日町市固有の歴史や文化を保存するとともに、国・県・市の指定・未指定

に関わらず、その価値を幅広く捉え、文化財を積極的に活用します。また、十

日町市博物館を拠点に文化観光の推進に取り組み、地域文化の魅力を国内外

に発信して地域活性化を図ります。 

〇 市民が主体となって、スポーツや運動、健康に対する認識を深め、個々のラ

イフスタイルに応じた生涯スポーツに取り組めるような環境づくりを推進し

ます。また、地域の資産を有効に活用したスポーツイベントの開催や、クロア

チア共和国とのホストタウン事業を通じたスポーツ交流に取り組みます。 

 

 

ふるさとを愛し自立して社会で生きる子どもを育てるまち 

人にやさしいまちづくり 

誰もが自由に楽しく学び多様な文化にふれあえるまち 

活力ある元気なまちづくり 



  

 

５ 基本施策 

（１）学校教育の充実 

ア．小中一貫教育を推進します。 

イ．学校・教員の指導力の向上を推進します。 

ウ．不登校・いじめに対する組織力・対応力の向上を図る支援体制を充実し 

ます。 

エ．特別支援教育を充実します。 

 

（２）特色ある教育活動の推進 

ア. ふるさと十日町市を愛する教育活動を充実します。 

イ. 英語教育を充実します。 

ウ．心と体を育む食育・健康教育を推進します。 

 

（３）学校教育施設の整備 

ア．学校教育施設・設備を整備します。 

イ．情報通信機器や教育備品の整備・更新を推進します。 

ウ．学校規模の適正化を推進します。 

 

（４）高等教育などの推進 

ア．魅力ある高等学校づくりの支援を行います。 

イ．高等教育機関との交流を行います。 

ウ．高等教育機関の誘致を推進します。 

エ．奨学金制度等による支援を行います。 

 

（５）市民による学びの場づくりへの支援 

ア．地域住民の交流と学びの場づくりの支援を行います。 

イ．青少年・家庭教育及び個人学習への対応を行います。 

ウ．生涯学習施設を整備・充実します。 

 

（６）文化芸術活動の充実 

ア．文化芸術施設の活用を推進します。 

イ．鑑賞の機会拡充と表現活動を奨励します。 

ウ．個人・グループ・団体の活動を支援します。 

 

（７）文化財の保存・活用の推進 

ア．文化財の保護と活用を推進します。 

イ．文化財施設の整備と活用を推進します。 

ウ．文化財の調査・研究とその活用を推進します。 



  

 

 

（８）スポーツの振興 

ア．生涯スポーツを推進します。  

イ．競技スポーツの向上を推進します。 

ウ．スポーツを通じた地域の活性化を推進します。 

エ．スポーツ施設を整備します。 

 


